
実施事業 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業（計画相談）

事業所
について

【事業所の特色やPR等】

令和6年4月1日　現在

相談
受付時間

障害者相談支援センター

八分目

月～金曜日 土曜日は応相談 8：30～17：15

※祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く

※不在の場合もありますので、来所される際には事前にご連絡ください。

県北のイメージと相談をかけあわせ、法人名は「そうだんべ」。

相談事業所は、肩の力を抜くのも人生(^^♪ということで、「八分目」に。

プロの相談支援専門員がお待ちしております。お気軽にご連絡ください。

市役所の西側の道（深谷郵便局前）を北に向かい、「新戒」の交差点を

右折。東に進み、約300ｍ先にある自動車修理工場の先を左折すると、

「八分目」の看板が見えます。

新しくきれいな事務所で笑顔でお待ちしております。



問い合わせ
・

連絡先

住所 　埼玉県深谷市新戒357-1

電話番号 　048-598-5826

FAX 　048-598-5836

メールアドレス 　hatibunme@db4.so-net.ne.jp

ホームページ 　なし

同一法人 　グループホームかみひこうき、グループホームエール

事業所
について

【スタッフ紹介】

◆当事業所では、行動障害支援体制の確保のため、「強度行動障害支援者養成研

修（実践）」を終了した常勤の相談支援専門員を配置しております。

研修名：強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修）

取得年月日：平成30年7月10日（基礎研修）、平成30年7月24日（実践研修）

修了者名：小川 真由美

◆また、厚生労働省の定める相談支援従事者研修を修了し、精神障害を有する者

（児）への体制が整備されています。

研修名：精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修

取得年月日：令和5年8月31日

修了者名：加藤 純子


